
宮田村公告第 号

令和 年 月 日

宮田村長　小田切　康彦

１　入札対象工事

契約の日から 令和 年 月 日　まで

２　入札の条件

長野県における資格総合点数 点以上の者

３　入札参加資格確認申請の手続き
(1)受付期間

令和 元 年 8 月 2 日 （ 金 ）から 令和 元 年 8 月 21 日 （ 水 ）正午まで
(2)提出書類

①宮田村一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号）
　ア　直近の法人市町村民税等の「完納証明書」の写しを添付してください。
②施工実績調書（様式第２号）
③配置予定技術者調書（様式第３号）
　ア　免許、資格証等の写しを添付してください。
　イ　配置技術者が監理技術者の場合は、「監理技術者資格者証」（表・裏）及び「監理技
　　　術者講習修了証」の写しを添付してください。
　ウ　技術者の雇用関係が確認できるもの（健康保険証の写し等）を添付してください。

入札担当 総務課管理財政係 発注担当 建設課　建設係
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一般競争入札の執行について

元 8 2

　宮田村が発注する建設工事おいて、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167
条の６及び宮田村財務規則第106条の規定により、次のとおり公告します。

工 期 2 1 31

資 格 総 合 点 数 812

建 設 業 許 可 対象業種における、特定又は一般建設業の許可を有する者であること。

そ の 他

(1)地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。
(2)宮田村一般競争入札実施要綱第３条第２項各号に該当する者でないこと。
(3)入札公告日現在において、対象業種の有効な経営事項審査を受審している者であること。

入 札 参 加 申 請

令和元年度 社会資本整備総合交付金事業　村道１号線改良工事

施工延長　L=102ｍ
　土工一式、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁工 L=16ｍ、側溝工 L=92ｍ
　舗装工（車道 A=716㎡、歩道 A=197㎡）

工 事 名

工 事 概 要

工 事 場 所 上伊那郡宮田村　北割区

　入札に参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たしている者であって、宮田村長が指定する日時までに、一
般競争入札参加申請書及び指定する添付資料を提出し、宮田村長による本工事に係わる入札参加資格の確認を
受け、本工事の施工能力があると認められた者とします。

配 置 技 術 者

客 観 基 準

　入札公告日現在における宮田村競争入札参加資格者名簿（建設工事）の登録があり、次の
（1）（2）のいずれかの条件を満たす者。
（1）宮田村内に本社、支社、支店、営業所を有する登録の者であること。
（2）宮田村と災害応援協定又は、平成30年度に除雪契約を結んでいる者であること。

(1)本工事の許可業種に係わる建設業法第26条に規定する監理技術者又は主任技術者を配
置できる者であること。
(2)配置する予定技術者は、当該工事の競争入札参加申請日以前３か月以上の雇用関係を必
要とする。

工 事 の 種 類 土木一式



(3)受付場所及び受付時間
　　【受付窓口】

宮田村役場　総務課　管理財政係　午前８時３０分から午後５時００分まで 

※土日、祝祭日を除く
※郵送による申請書の受付は行わない

令和 元 年 8 月 23 日 （ 金 ）

入札参加申請書等を提出した者に対し、参加確認通知書を郵送します。
◎設計図書閲覧期間

令和 元 年 8 月 2 日 （ 金 ）から 令和 元 年 8 月 19 日 （ 水 ）まで

村ホームページに掲載及び工事発注担当課（建設課 建設係）にて閲覧に供する。

◎質問書送付先
【郵送先】 〒399-4301　長野県上伊那郡宮田村98番地

宮田村建設課　建設係
【FAX番号】 0265-85-4725
【E-mail】 kensetu@vill.miyada.nagano.jp

◎質問受付期間
令和 元 年 8 月 2 日 （ 金 ）から 令和 元 年 8 月 9 日 （ 金 ）まで

※ただし、最終日は、正午までに建設課 建設係へ到着した分までとする。
令和 元 年 8 月 2 日 （ 金 ）から 令和 元 年 8 月 19 日 （ 月 ）まで　随時

※質問者へのFAX又はEメールによる回答の他、村ホームページに掲載する。
◎日時 令和 年 月 日 （ 木 ） 午前 時 分
◎場所 宮田村役場　２階　第２会議室
◎開札 同上（入札終了後直ちに行う。）

４　入札事項

５　工事費内訳書の提出

６　入札の中止

７　異議の申し立て
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入 札 保 証 金 免除

00

最 低 制 限 価 格 制 度 適用あり

前 払 金 適用あり

入札日時及び
場所

元 8

設計図書等の閲
覧

設計図書等に関
する質問受付

入 札 参 加 申 請

適用あり

低入札価格調査制度 適用なし
落 札 者 の 決 定 予定価格以下で最低制限価格以上の範囲内の金額で、最低価格を提示した者とする。

(1)入札を行った者は、入札後において、この公告、契約約款、設計図書、現場等についての不明を理由として異議を申
し立てることはできません。
(2)入札の執行は、宮田村の都合により又は入札を公正に執行することができないと認められる場合、入札の日時を延期
し又は取りやめることがあります。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることはできません。

入 札 方 法

(1)入札に際し、参加資格「有」と記載された入札参加資格確認結果通知書を持参してください｡
(2)入札開始後に入札会場に到着した者は入札に参加できません。また、郵便等による入札は
認めません。
(3)代理人が入札する場合は、委任状を入札前に提出してください。
(4)１回の入札で制限の範囲内に入札がない場合は再度入札を行い、再度の入札で落札者が
ない場合は最低金額の入札者と随意契約の見積に移行する。その際の見積回数は２回を限度
とする。
(5)入札書には、契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を記載してください。
(6)入札書とあわせて入札金額の内訳書を提出してください。

入 札 の 無 効

(1)入札参加資格のない者がした入札
(2)同一人がした２以上の入札
(3)入札者が協定をしていた入札
(4)入札書の金額、その他記載事項が明らかでない入札書
(5)前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反していた入札

落札者には金抜設計書に準じた積算根拠の分かる工事費内訳書の提出を求めることがあります。

入札参加者が１者の場合は、入札を中止します。

契 約 保 証 金 契約金額の１００分の１０以上の金銭的保証とする

部 分 払

質 問 へ の 回 答

　設計図書等に対する質問がある場合には、質問を記載した書面を、宮田村建設課 建設係へ
持参、郵送、FAX又はEメールで送信すること。

入札参加資格
決定


